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鴻巣市の給与・定員管理等について 

 

１ 総括 

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（30 年１月１日） 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

28 年度の人件費率 

29 年度 
人 

119,029 

千円 

35,422,049 

千円 

2,024,058 

千円 

5,683,893 

％ 

16.0 

％ 

16.0 

 

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費  

 

 

 

(参考)一人当たり 

給与費 Ｂ／Ａ 

(参考)類似団体平均 

一人当たり給与費 給 料 職員手当    期末･勤勉手当 計 Ｂ 

29 年度 
人 

615 

千円 

2,421,747 

千円 

536,469 

千円 

999,312 

千円 

3,957,528 

千円 

6,435 

千円 

6,430 

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は、平成 29 年 4 月 1 日現在の人数である。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれてお

り、職員数には当該職員を含んでいない。 

 

 (3) ラスパイレス指数の状況 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国

の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用

職員の俸給月額を100として計算した指数。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数と

は、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当

の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地

域手当支給率）により算出。） 

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも

のである。 
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※ 平成３０年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②

３年連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

③国と比べて初任給が高いことや採用時の学歴を問わず本人の能力等により管理職への登用を行って

いるため国に比べて高校卒の平均給料月額が高くなっていること等がラスパイレス指数を押し上げる

要因となっている。今後も国の制度等を踏まえ、適正な給与水準を目指していく。 

  

(4) 給与改定の状況（人事委員会を設置していないため対象外） 

    ①月例給 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

給与改定率 

 

 

 

 

(参考) 

国の改定率 

 

民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

年度 

 

円 

 

円 

 

円 

（   ％） 

％ 

 

％ 

 

 

 

0.16％ 

 

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比

較した平均給与月額である。    

 

    ②特別給（期末・勤勉手当） 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の支給 

割合   Ａ 

公務員の 

支給月数 Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

年度 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

月 

 

 

 

4.45月 

 

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」

は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

 

 (5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

①給料表の見直し 

［ 実施 ］ 

 実施内容（平均引き下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、 

  その理由）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給料表の改定実施時期） 平成２９年４月１日 

（内容） 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、初任給を１，０００円引き上げ、若

年層においても同程度の改定を実施。 

中高齢層については、４００円の引き上げを基本に改定を行い、再任用職員についても、この

取扱いに準じて改正を実施。 

特定業務等従事任期付職員の給料表を改正し、給料月額を４００円引上げ。 

技能労務職については、一般行政職に準じて改正を実施。 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の

支給割合の見直し等に取り組むとされている。 
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②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

③その他の見直し内容 

 

 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在） 

①一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

(国比較ベース) 

鴻巣市  42.1 歳 326,677 円 407,995 円 381,356 円 

埼玉県 42.7 歳 323,690 円 412,850 円 378,337 円 

国 43.5 歳 329,845 円 ― 410,940 円 

類似団体 42.3 歳 319,873 円 405,857 円 371,004 円 

 

②技能労務職  

参  考

平均給与月額 平均給与月額 平均給与月額

(Ａ) (国比較ベース) (B)

52.5  7 人 357,386 円 406,196 円 394,565 円 － － － －

うち調理員 　－ 歳  0 人 　　 － 円 　　 － 円 　　 － 円 調理士 43.5 歳 263,400 円 －

うち自動車運転手 　－ 歳  0 人 　　 － 円 　　 － 円 　　 － 円 自家用自動車運転者 60.2 歳 214,600 円 －

うち用務員 　－ 歳  0 人 　　 － 円 　　 － 円 　　 － 円 用務員 55.6 歳 207,200 円 －

うちその他 52.5  7 人 357,386 円 406,196 円 394,565 円 － － －

55.6 歳 241 人 355,310 円 418,222 円 402,533 円 － － － －

50.7 歳 2,553 人 286,817 円 ― 328,637 円 － － － －

50.8 歳 45 人 332,400 円 391,736 円 371,947 円 － － － －

公務員 民間

(C) (D)

－ － －
うち調理員 － 3,527,900 円 －
うち自動車運転手 － 2,798,400 円 －
うち用務員 － 2,808,700 円 －
うちその他 6,702,358 円 － －

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

  期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

鴻巣市

参  考

Ｃ／Ｄ

年収ベース(試算値)の比較

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（H27～29年の3ヶ年平均）。

民  間

対応する民間
の類似職種

平均年齢 Ａ／Ｂ

区  分

区　分

鴻巣市

埼玉県

国

類似団体

平均年齢 職員数 平均給料月額

公  務  員

 

なし 

（支給割合）国基準６％に対し、鴻巣市においても６％を支給。 

（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１日時

点は４％、給与改定後は平成２７年４月に遡及し５％を支給。平成２８年度から６％を支給。 

（参考） 

 平成 26 年度

の支給割合 

平成 27 年度の支給割合 平成 28 年度

の支給割合 

平成 29 年度

の支給割合 

平成 30 年度

の支給割合 4 月 1 日時点 遡及改定後 

国基準による
支給割合 ３％ ４％ ５％ ６％ ６％ ６％ 

鴻巣市の 
支給割合 ３％ ４％ ５％ ６％ ６％ ６％ 
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（注）１ 「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

るものである。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務

手当等を除いたもの）で算出している。 

 

 

 (2) 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在） 

区    分 鴻巣市 埼玉県 国 

一般行政職 
大 学 卒 187,200 円  185,800 円 179,200 円 

高 校 卒 158,300 円  151,500 円 147,100 円 

技能労務職 
高 校 卒 155,400 円  154,000 円 － 

中 学 卒 141,900 円  138,450 円 － 

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在） 

 （注）技能労務職の高校卒については、いずれの階層も少人数のため記載を省略 

 
 
 
 
３ 一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成３０年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

８ 級 部 長 14 人 3.0 ％ 408,100 円 484,600 円 

７ 級 副部長 25 人 5.3 ％ 362,900 円 465,900 円 

６ 級 課 長 32 人 6.8 ％ 319,200 円 436,200 円 

５ 級 副課長 81 人 17.2 ％ 288,900 円 413,800 円 

４ 級 主 査 131 人 27.9 ％ 263,000 円 401,000 円 

３ 級 主 任 82 人 17.4 ％ 230,000 円 361,900 円 

２ 級 主 事 85 人 18.1 ％ 194,000 円 304,200 円 

１ 級 主事補 20 人 4.3 ％ 144,100 円 247,600 円 

  （ 注）１ 鴻巣市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

区    分 経験年数15年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大 学 卒 334,649 円 370,221 円 384,119 円 412,871 円 

高 校 卒 287,175 円 347,371 円 371,250 円 383,243 円 

技能労務職 
高 校 卒 －   －    －    － 

中 学 卒 － － － － 
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（平成３０年４月１日現在） 

 

 

（百円）  

国 10 級 
    鴻巣市(H30） 

     国家公務員(H30) 

平成 30 年 4 月 1 日時点 

昇 給 

市１級 市６級 

市２級 市７級 

市３級 市８級 

市４級 

市５級 

国９級 

国７級 

国８級 

国６級 

国５級 

国４級 

国３級 

国２級 

国１級 

給 

与 

月 

額 
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  (2) 昇給への人事評価の活用状況（鴻巣市） 

平成 30 年 4 月 2 日から平成 31 年 4 月 1 日

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ. 人事評価を活用している 
  

 

 
活用している昇給区分 

昇給可能な 

区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○  

上位、標準の区分    ○ 

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ. 人事評価を実施していない     

 
活用予定時期     

 

 

４ 職員の手当の状況 

 

 (1) 期末手当・勤勉手当 

鴻巣市 埼玉県 国 

１人当たりの平均支給額 

（平成 29 年度） 

1,681 千円 

１人当たりの平均支給額 

（平成 29 年度） 

1,734  千円 

― 

（平成 29 年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当 

2.60 月分     1.80 月分 

(1.45)月分   (0.85)月分 

（平成 29 年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当 

2.60 月分     1.80 月分 

(1.45)月分   (0.85)月分 

（平成 29 年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当 

2.60 月分     1.80 月分 

(1.45)月分   (0.85)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算  5 ～ 20％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算    5 ～ 20％ 

・管理職加算 15 ～ 25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による

加算措置 

・役職加算   5 ～ 20％ 

・管理職加算 10 ～ 25％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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  ○勤勉手当への人事評価の反映状況（一般行政職）（鴻巣市） 

平成 30 年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ. 人事評価を活用している     

 

 
活用している成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率     

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ. 人事評価を活用していない     

 
活用予定時期 未定 未定 未定 未定 

 

 (2) 退職手当（平成３０年４月１日現在） 

鴻    巣    市 国 

（支給率）    自己都合   応募認定・定年 

勤続 20 年   20.445 月分 25.55625 月分 

勤続 25 年   29.145 月分 34.5825 月分 

勤続 35 年  41.325 月分 49.59  月分 

最高限度額  49.59 月分  49.59  月分 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

         （2％～15％加算） 

１人当たり 

平均支給額    9,736 千円  22,931 千円 

（支給率）    自己都合   応募認定・定年 

勤続 20 年  19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年  28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年  39.7575 月分 47.709   月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709  月分 

その他の加算措置    定年前早期退職特例措置 

         （2％～45％加算） 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 29 年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

(3) 地域手当（平成３０年４月１日現在） 

支 給 実 績（29年度決算） 170,472千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 233,523 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

鴻 巣 市 全域  ６ ％ 726 人 ６ ％ 
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(4) 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在） 

支給実績（29年度決算） 2,819 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 15,406 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 25.1 ％ 

手当の種類（手当数） ９ 種 類  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

(29年度決算） 

左記職員に対する 

支給単価 

防疫作業手当 保健センター職員 感染症等の防疫作業 －  日額  500円 

行旅病死人取扱手当 福祉課職員 
行旅病死人の保護又は収容業

務 
－  

行旅病人  １件 1,000円 

行旅死亡人 １件 3,000円 

清掃業務手当 
環境課技能労務職

職員 

じんかい収集処理等業務、犬猫

等死体処理業務 
－ 

じんかい収集処理、下水処

理又は不燃ごみ整理業務 

日額  550円 

犬猫等死体処理 

１件  200円 

土木、下水道処理

業務手当 

道路課技能労務職

・下水道課・契約検

査課職員 

土木工事及び測量等の業務、敷

設下水道管等の検査業務 
135千円 

土木工事及び測量等の業務 

日額  300円 

敷設下水道管等の検査業務 

日額  400円 

社会福祉業務手当 福祉課職員 
福祉事務所で行う生活保護法

に規定する事務の指導調査 
336千円 月額  3,000円 

障害福祉業務手当 つつみ学園職員 
児童発達支援センターにおけ

る障害福祉業務 
123千円 月額  3,000円 

保育業務手当 保育士 保育所における保育業務 1,930千円 月額  2,000円 

災害出動手当 

災害対策における

現場業務に従事し

た職員 

災害対策における現場業務 295千円 日額  2,000円 

用地交渉手当 都市計画課職員 用地買収等交渉業務 ― 日額  500円 

 

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（平成29年度決算） 119,144 千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 227 千円 

支給実績（平成28年度決算） 140,665 千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 261 千円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（29 年度決算）」と同じ年度の４月

１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除

く。）であり、短時間勤務職員を含む。 
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 (6) その他の手当（平成３０年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国 の 制 度  

と の 異 同  

国 の 制 度 と  

異 な る 内 容  

支給実績 

(29 年度決算) 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（29年度決算） 

扶養手当 

配偶者          6,500 円 

子           10,000 円 

その他          6,500 円 

特定期間の加算      5,000 円 

同 じ  63,910 千円 213,034 円 

住居手当 

（借家・借間） 

・家賃 23,000 円以下 

 家賃－12,000 円 

・家賃 23,000 円を超え 55,000 円未満 

 （家賃－23,000 円）×1/2＋11,000 円 

・家賃 55,000 円以上 27,000 円 

（自宅）4,500 円（5 年以内 4,700 円） 

異なる 

自宅居住 

職員の支 

給額等 

46,725 千円 108,917 円 

通勤手当 

（交通機関等の利用者） 

運賃等相当額が 55,000 円以下は運賃等 

相当額 

（自動車等の使用者） 

5ｋｍ未満         2,000 円 

5ｋｍ～10ｋｍ       4,200 円 

10ｋｍ～15ｋｍ      7,100 円 

15ｋｍ～20ｋｍ     10,000 円 

20ｋｍ～25ｋｍ     12,900 円 

25ｋｍ～30ｋｍ     15,800 円 

30ｋｍ～35ｋｍ     18,700 円 

35ｋｍ～40ｋｍ     21,600 円 

40ｋｍ～45ｋｍ     24,400 円 

45ｋｍ～50ｋｍ     26,200 円 

50ｋｍ～55ｋｍ     28,000 円 

55ｋｍ～60ｋｍ     29,800 円 

60ｋｍ～        31,600 円 

同 じ  35,306 千円 60,559 円 

管 理 職 

手  当 

管理又は監督の地位にある職員に支給 

部長及び部長相当職   85,000 円 

参与及び参与相当職   80,000 円 

副部長及び副部長相当職 70,000 円 

参事及び参事相当職   65,000 円 

課長及び課長相当職   58,000 円 

副参事及び副参事相当職 50,000 円 

副課長及び副課長相当職 45,000 円 

主幹及び主幹相当職   40,000 円 

異なる 

国では職務 

の級に応じ 

定額支給 

119,383 千円 596,917 円 

休日勤務 

手  当 

休日等において勤務を命ぜられた職員に支給  

支給率は勤務１時間当たりの給与額の 

135/100 

異なる 

勤務１時間当

たりの給与額

の算出方法 

634 千円 10,740 円 

夜間勤務 

手  当 

午後 10 時から翌日の午前５時までの間に 

勤務を命ぜられた職員に支給 

支給率は勤務１時間当たりの給与額の

25/100 

異なる 

勤務１時間 

当たりの給 

与額の算出 

方法 

― ― 

宿 日 直 

手  当 

宿日直を命ぜられた職員に支給 

１日 4,200 円（５時間未満 2,100 円） 
異なる 

鴻巣市では、 

特別の宿日 

直なし 

― ― 
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５ 特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在） 

 

区     分 給 料 月 額 等                     

給 

料 

市   長 

副 市 長 

937,000 円 

791,000 円 

(参考)類似団体における最高／最低値 

1,030,000 円/ 480,000 円 

 880,000 円/ 481,000 円 

報 

酬 

議   長 

副 議 長 

議   員 

450,000 円 

400,000 円 

377,000 円 

 760,000 円/ 450,000 円 

 670,000 円/ 400,000 円 

 620,000 円/ 377,000 円 

期
末
手
当 

市   長 

副 市 長 

（平成 29 年度支給割合） 

4.40月分 

議   長 

副 議 長 

議   員 

（平成 29 年度支給割合） 

4.40 月分 

地
域
手
当 

市   長 

副 市 長 

（平成 29 年度支給割合） 

支給率 0 ％ 

退
職
手
当 

市   長 

副 市 長 

（算定方式）        （１期の手当額）   （支給時期） 

給料月額×在職月数×0.4025     18,102,840 円           任期ごと 

給料月額×在職月数×0.2415      9,169,272 円           任期ごと 

備   考  

（注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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６ 職員数の状況 

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 

（平成３０年４月１日現在） 

区分 

部門 

職員数 
対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 29 年 平成 30 年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議会 6 6 0  

総務 160 155 △5 機構変更や業務の見直しによる減 

税務 53 54 1 収税業務の強化 

労働 3 3 0  

農水 11 13 2 農政担当の強化 

商工 12 14 2 新事業の創設 

土木 84 87 3 大規模道路推進担当、公園緑地担当等の強化 

民生 181 187 6 業務量の増加や主務の変更、正職員の配置による増 

衛生 41 43 2 新事業の創設 

計 551 562 11 

＜参考＞ 

人口 1 万人当たりの職員数     47.22 人 

（類似団体の人口 1 万人当たりの職員数 45.35 人） 

教育部門 64 58 △6 再任用短時間職員の配置や主務の変更による減 

小 計 615 620 5 

＜参考＞ 

人口 1 万人当たりの職員数     52.09 人 

（類似団体の人口 1 万人当たりの職員数 59.84 人） 

公
営
企
業
等 

水 道 20 19 △1 施設担当の業務見直し 

下水道 11 11 0  

その他 41 41 0  

小 計 72 71 △1  

合 計 
687 

[715] 

691 

[715] 

4 

[0] 

＜参考＞ 

人口 1 万人当たりの職員数     58.05 人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

２ [     ]内は、条例定数の合計である。 
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成３０年４月１日現在） 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 
～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員数 
人 

1 

人 

14 

人 

80 

人 

71 

人 

62 

人 

37 

人 

 66 

人 

107 

人 

108 

人 

64 

人 

61 

人 

20 

人 

691 

 

 (3) 職員数の推移 

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

年度 

部門別 
Ｈ25 年 Ｈ26 年 Ｈ27 年 Ｈ28 年 Ｈ29 年 Ｈ30 年 

過去５年間の 

増減数（率） 

一般行政 556 559 554 560 551 562 6     (1.1％) 

教  育 95 79 65 64 64 58 △37  (△38.9％) 

普通会計計 651 638 619 624 615 620 △31   (△4.8％) 

公営企業等会計計 64 64 67 68 72 71 7     (10.9％) 

総合計 715 702 686 692 687 691 △24   (△3.4％) 

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         構 成 比 

     ５年前の構成比 
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７ 公営企業職員の状況 

 

 (1) 水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

     Ｂ／Ａ 

 (参考) 

平成28年度の総費用に占

める職員給与費比率 

平成 

29年度 

         千円 

1,983,018 

       千円 

207,402 

        千円 

151,259 

             ％ 

       7.6 

                ％ 

          7.6 

（ 注 ） 資本 勘 定支 弁 職員 に 係 る職 員 給与 費  16,771 千 円 を含 ま ない 。  

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 B/A 

 (参考)市町村平均

一人当たり給与費     給  料 職員手当    期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成 

29年度 

    人 

  20   

    千円 

82,201 

    千円 

 21,466 

    千円 

 35,414 

    千円 

139,081 

       千円 

   6,954 

       千円 

6,148 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、平成３０年３月３１日現在の人数である。 

 

イ 特記事項 

 

    ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成３０年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額  

鴻巣市水道事業      48.5歳   385,338円 579,504円 

団 体 平 均      44.2歳    341,066円 511,425円 

事 業 者      ―  歳          ― 円 

（注）平成 29 年度地方公営企業決算状況調査を基に算出し、平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

    ③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

鴻巣市水道事業 鴻巣市（一般行政職） 団 体 平 均  

１人当たり平均支給額（平成29年度）   

             1,771千円 

１人当たり平均支給額（平成29年度） 

           1,681千円 

1人当たり平均支給額(平成29年度) 

        1,639千円 

（平成29年度支給割合） 

       期末手当     勤勉手当 

      2.60月分      1.80月分 

     (1.45)月分    (0.85)月分 

（平成29年度支給割合）          

        期末手当     勤勉手当 

       2.60月分     1.80月分 

      (1.45)月分   (0.85)月分 

―  

（加算措置の状況） 

職制上の段階､職務の級等による加算措置 

･役 職 加算  5～ 20％  

（加算措置の状況） 

職制上の段階､職務の級等による加算措置 

 ･役 職加 算  5～ 20％  

―  

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（平成３０年４月１日現在） 

鴻巣市水道事業 鴻巣市（一般行政職） 団 体 平 均  

 （支給率）  自己都合  応募認定・定年 

 勤 続 2 0 年        20.445月分 25.55625月分 

勤 続 2 5 年        29.145月分 34.5825 月分 

勤 続 3 5 年       41.325月分 49.59  月分 

最高限度額  49.59 月分  49.59  月分 

 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

          (2％～15％加算) 

 （支給率）  自己都合  応募認定・定年 

勤 続 2 0 年        20.445月分 25.55625月分 

勤 続 2 5 年        29.145月分 34.5825 月分 

勤 続 3 5 年       41.325月分 49.59  月分 

最高限度額  49.59 月分  49.59  月分 

 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

          (2％～15％加算) 

―  

1人当たり平均支給額  

              19,890千円 

1人当たり平均支給額  

自己都合   応募認定・定年 

7,457千円     23,761千円 

1人当たり平均支給額 

 

19,890千円 

       （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 29 年度に退職した職員に支給された平均額                

である。 

 

ウ 地域手当（平成３０年４月１日現在） 

 

 

支 給 実 績（平成29年度決算）             5,420千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）                   271,010円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率) 

鴻 巣 市 全域  ６％  20人  ６％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在） 

支給実績（平成29年度決算） 1,901千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 111,835円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度）  

85％  

手当の種類（手当数） 6 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

(平成 29年度決算 ) 

左記職員に対す

る支給単価 

工務手当 水 道 施 設の 建 設改 良 工事 の 業 務に

直 接 従 事す る 職員  

水 道 施 設の 建 設改

良 工 事 業務  

385千円 月額 2,500円 

浄水場業務手当 浄 水 場 の運 転 に直 接 従事 す る 職員  浄 水 場 の運 転 業務  60千円 月額 2,500円 

緊急出動手当 勤 務 時 間外 又 は日 曜 日等 に お いて

突 発 的 事故 等 で非 常 招集 を 受 け緊

急 出 動 した 職 員  

勤 務 時 間外 又 は日

曜 日 等 にお け る緊

急 出 動  

10千円 １回 2,000円 

待機手当 水 道 施 設の 処 理要 員 とし て 待 機を

命 ぜ ら れた 職 員  

水 道 施 設の 処 理要

員 と し ての 待 機  

1,446千円 １回 3,000円 

給水停止処分手当 水 道 料 金の 未 納者 に 対し て 強 制措

置 を し た職 員  

水 道 料 金の 未 納者

に 対 す る強 制 措置  

円 １件   300円 

料金徴収手当 水 道 料 金の 臨 宅徴 収 事務 に 従 事し

た 職 員  

水 道 料 金の 臨 宅徴

収 事 務  

円 １日   500円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成29年度決算）              4,261千円 

職員1人当たり平均支給年額(平成29年度決算)                304千円 

支給実績（平成28年度決算）              6,396千円 

職員1人当たり平均支給年額(平成28年度決算)                400千円 
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（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成29年度または平成28年度決

算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給

対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

 

カ その他の手当（平成３０年４月１日現在） 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

手当名 

 

 

内容及び支給単価 

 

一般行政職の

制度との異動 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績
 

(平成29年度

決算)
 

支給職員1人当たり 

平均支給年額 

(平成29年度決算)
 

扶養手当 

配偶者          6,500 円 

１人（配偶者なし）   11,000 円 

その他          6,500 円 

特定期間の加算      5,000 円 

同じ ―  4,860千円 324円 

住居手当 

（借家・借間） 

・家賃 23,000 円以下 

 家賃－12,000 円 

・家賃 23,000 円を超え 55,000 円未満 

 (家賃－23,000 円)×1/2＋11,000 円 

・家賃 55,000 円以上  

 27,000 円 

(自宅)  

4,500 円(5 年以内 4,700 円) 

同じ ―  894千円 63,857円 

通勤手当 

（交通機関等の利用者） 

運賃等相当額が 55,000 円以下は運賃等 

相当額 

（自動車等の使用者） 

5ｋｍ未満         2,000 円 

5ｋｍ～10ｋｍ       4,200 円 

10ｋｍ～15ｋｍ      7,100 円 

15ｋｍ～20ｋｍ     10,000 円 

20ｋｍ～25ｋｍ     12,900 円 

25ｋｍ～30ｋｍ     15,800 円 

30ｋｍ～35ｋｍ     18,700 円 

35ｋｍ～40ｋｍ     21,600 円 

40ｋｍ～45ｋｍ     24,400 円 

45ｋｍ～50ｋｍ     26,200 円 

50ｋｍ～55ｋｍ     28,000 円 

55ｋｍ～60ｋｍ     29,800 円 

60ｋｍ～        31,600 円 

同じ ―  854千円 50,236円 

管 理 職 

手  当 

管理又は監督の地位にある職員に支給 

部長及び部長相当職   85,000 円 

参与及び参与相当職   80,000 円 

副部長及び副部長相当職 70,000 円 

参事及び参事相当職   65,000 円 

課長及び課長相当職   58,000 円 

副参事及び副参事相当職 50,000 円 

副課長及び副課長相当職 45,000 円 

主幹及び主幹相当職   40,000 円 

同じ ―  3,276千円 546,000円 
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休日勤務 

手  当 

休日等において勤務を命ぜられた職員に支給 

支給率は勤務１時間当たりの給与額の 135/100 
同じ ―  ― ― 

夜間勤務 

手  当 

午後 10 時から翌日の午前５時までの間に勤務

を命ぜられた職員に支給 

支給率は勤務１時間当たりの給与額の 25/100 

同じ ―  ― ― 

宿 日 直 

手  当 

宿日直を命ぜられた職員に支給 

１日 4,200 円（５時間未満 2,100 円） 
同じ ―  ― ― 

 

 

 

 

 

 


